
法人名 法人番号 住所 該当事項 指名停止理由

京都土木株式会社 2130001026236
京都府京都市伏見区羽束師志
水町１８１－１

R6.4.19 ～ R6.8.18 (4ヶ月)
指名停止等措置要領
別表第2第13号
（建設業法違反）

　京都土木株式会社は、完成工事高を過大に
計上して得た経営事項審査結果（令和4年3月
31日審査基準日）を複数の公共工事の発注者
（京都府、京都市及び国土交通省近畿地方整
備局）に提出して入札参加資格を得ていたこと
が分かった。このことが、建設業法第28条第1項
第2号に該当するとして、同条第3項の規定によ
り、京都府知事から監督処分（営業停止45日
間）を受けた。
　また、専任を要する工事の監理技術者等に営
業所専任技術者や他工事で専任を要する監理
技術者を配置していた。これらのことが、それぞ
れ建設業法第26条第3項に違反するとして、同
法第28条第1項の規定により、京都府知事から
指示処分を受けた。

北造園株式会社 1220001002311
石川県金沢市二日市町ヌ１５５
番地

R6.3.22 ～ R6.6.21 (3ヶ月)
指名停止等措置要領
別表第2第13号
（建設業法違反）

　北造園株式会社は、令和4年5月31日を審査
基準日とする経営事項審査において、完成工事
高を水増しした虚偽の申請を行うことにより得た
経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出
し、公共工事発注者がその結果を資格審査に
用いたことが、建設業法第28条第1項第2号に該
当すると認められるとして、令和5年12月28日付
で石川県知事から監督処分（営業停止30日間）
を受けた。

株式会社坂東 2120001087543
大阪府大阪市中央区玉造２丁
目１３番２５号

R6.3.11 ～ R6.5.10 (2ヶ月)
指名停止等措置要領
別表第2第3号ロ

（贈賄）

　株式会社坂東の取締役は、独立行政法人国
立病院機構が運営する大阪刀根山医療セン
ター（大阪府豊中市）が発注した事務用品など
の随意契約で、令和3年10月ごろ同病院の元職
員へ同社が有利になるよう便宜を図った見返り
に現金70万円を渡したとして、令和6年1月29
日、贈賄の疑いで大阪府警に逮捕された。

株式会社山岡組 8150001007212
奈良県生駒郡三郷町立野北１
－２２－６５

R6.2.9 ～ R6.6.8 (4ヶ月)
指名停止等措置要領
別表第2第10号

（公契約関係競売等妨害又は談合）

　株式会社山岡組の代表取締役は、令和3年5
月から令和5年8月の間に、奈良県三郷町が発
注した複数の工事で同町職員から入札参加業
者名を入手し、公正な入札を妨害したとして、令
和5年12月21日、公契約関係競売入札妨害の
疑いで大阪地検特捜部に在宅起訴された。

蜂谷工業株式会社 7260001005412
岡山県岡山市北区鹿田町１－３
－１６

R6.1.31 ～ R6.8.30 (7ヶ月)
指名停止等措置要領
別表第2第13号
（建設業法違反）

　蜂谷工業株式会社は、経営事項審査において
資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記
載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項
審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共
工事発注者がその結果を複数年度の資格審査
に用いたことが、建設業法第28条第1項第2号に
該当すると認められるとして、令和5年11月28日
に中国地方整備局長から監督処分（営業停止
45日間）を受けた。
　また同日、建設業法第26条の規定に違反して
資格要件を満たさない者を主任技術者及び監
理技術者として工事現場に配置していたこと
が、建設業法第28条第1項第2号に該当すると
認められるとして、中国地方整備局長から監督
処分（営業停止22日間）を受けた。
　さらに同日、建設業法第15条第2号の規定に
違反して資格要件を満たさない者を営業所の専
任技術者として配置していたことが、同法第28
条第1項本文に該当すると認められるとして、中
国地方整備局長から監督処分（指示）を受け
た。

指名停止期間


